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 凡 例       

 

 ○ 計画で用いる基本的な用語の定義については、巻末の「用語の定義」中に説明があります。 

 ○ 計画本文中、※を付した用語については、巻末の「用語集」に説明があります。  

 ○ 端数処理の都合上、図表中の各項目の合計値と合計欄の数値が一致しない場合があります。  

    

＊計画目標は、平成 25年の実績値を基に設定しています。 

  平成 28 年３月に公表された、平成 26 年度実績では、県民 1人 1日あたりのごみの排出量は  

  1,051g、県民１人１日当たりの生活系収集可燃ごみの排出量は 580g となっています。 

 

 


